
山形県建設労働組合連合会
〒990-0821 山形市北町３-１-７ TEL 023-666-7702  FAX 023-681-6607

雇
用
に
伴
う

必
要
経
費 （2021年国土交通省公表資料）

2026年度の
標準賃金
2026年度の
標準賃金

一日の賃金と必要経費

建設業に新しい取引のルール
工具購入及び修理代

車輛経費、燃料費

23,000円

約3,500円

約500円

約1,000円

健康保険、年金、労災保険、建退共

円28,000

④ 車両交通費

③ 道具損料

② 社会保障費

① 実質手取賃金

　建設業法では「事前の見積り・対等な交渉・書面契約・適正価格」を定めて
います。「受注競争のために労務費を著しく低く抑える行為」は今回の改正
で指導・監督の対象になります。
　「労務費の基準（標準労務費）が作成され、「労働者の処遇確保」が建設業者
の努力義務となりました。標準労務費を確保し、技能労働者への適正な賃金
の行き渡りが必要です。

「第三次・担い手3法が成立」
労働者の適正な賃金支払い・処遇確保が盛り込まれる
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